
勝
浦
市
告
示
第
百
二
十
号 

 
勝
浦
市
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
手
続
要
綱 

 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
要
綱
は
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
手
続
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
市
の
重
要
な
政
策
の
決
定
過
程
に
お
け
る

市
民
参
加
の
機
会
拡
大
と
透
明
性
の
向
上
を
図
る
と
と
も
に
、
も
っ
て
市
民
と
の
協
働
に
よ
る
市
政
の
推
進
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
要
綱
に
お
い
て
、
「
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
手
続
」
と
は
、
市
の
基
本
的
な
政
策
等
の
立
案
過
程
に
お
い
て
、
当
該
政
策
の
案
及

び
内
容
等
を
公
表
し
、
市
民
等
か
ら
提
出
さ
れ
た
意
見
等
の
概
要
及
び
当
該
意
見
に
対
す
る
市
の
考
え
方
等
を
公
表
す
る
一
連
の
手
続
を
い
う
。 

２ 

こ
の
要
綱
に
お
い
て
「
実
施
機
関
」
と
は
、
市
長
（
水
道
事
業
管
理
者
の
権
限
を
行
う
市
長
を
含
む
。
）
、
教
育
委
員
会
、
選
挙
管
理
委
員

会
、
監
査
委
員
、
農
業
委
員
会
及
び
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
を
い
う
。 

３ 

こ
の
要
綱
に
お
い
て
「
市
民
等
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。 

 

一 

市
内
に
住
所
を
有
す
る
者 

 

二 

市
内
に
事
務
所
又
は
事
業
所
を
有
す
る
個
人
及
び
法
人
そ
の
他
の
団
体 

 

三 

市
内
に
存
す
る
事
務
所
又
は
事
業
所
に
勤
務
す
る
者 

 

四 

市
内
に
存
す
る
学
校
に
在
学
す
る
者 

 

五 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
手
続
に
係
る
事
案
に
利
害
関
係
を
有
す
る
も
の 

 

（
対
象
） 



第
三
条 

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
手
続
の
対
象
と
な
る
政
策
等
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

市
の
基
本
的
政
策
を
定
め
る
計
画
又
は
基
本
方
針
の
策
定
又
は
改
定 

 

二 

市
の
基
本
的
な
制
度
を
定
め
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
条
例
の
制
定
又
は
改
廃
案
の
決
定 

 
 

 

三 

市
民
等
に
義
務
を
課
し
、
又
は
権
利
を
制
限
す
る
規
定
（
金
銭
徴
収
に
関
す
る
事
項
を
除
く
。
）
に
係
る
条
例
の
制
定
又
は
改
廃
案
の
決

定 
 

四 

そ
の
他
実
施
機
関
が
必
要
と
認
め
る
政
策
等
の
策
定 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
実
施
機
関
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
手
続
を
実
施
し
な
い

こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 

迅
速
又
は
緊
急
を
要
す
る
場
合
又
は
軽
微
な
変
更
を
す
る
場
合 

 

二 

法
令
等
に
よ
り
実
施
機
関
の
裁
量
の
余
地
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合 

 

三 

意
見
聴
取
の
手
続
が
他
の
法
令
に
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合 

 

四 

実
施
機
関
に
お
い
て
、
政
策
案
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
三
十
八
条
の
四
第
三
項
に
規
定
す

る
付
属
機
関
又
は
こ
れ
に
類
す
る
機
関
が
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
手
続
を
経
て
行
っ
た
意
思
決
定
と
実
質
的
に
同
じ
内
容
の
意
思
決
定
を
行
う

場
合 

 
(

政
策
等
の
案
の
公
表
等) 

第
四
条 

実
施
機
関
は
、
政
策
等
の
策
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
政
策
等
の
策
定
の
意
思
決
定
前
に
相
当
の
期
間
を
設
け
て
、
政
策
等

の
案
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

実
施
機
関
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
政
策
等
の
案
を
公
表
す
る
と
き
は
、
併
せ
て
次
に
掲
げ
る
資
料
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

政
策
等
の
案
を
作
成
し
た
趣
旨
、
目
的
及
び
背
景 



 

二 
政
策
等
の
案
を
立
案
す
る
際
に
整
理
し
た
実
施
機
関
の
考
え
方
及
び
論
点 

 

三 

市
民
等
が
当
該
政
策
等
の
案
を
理
解
す
る
た
め
に
必
要
な
関
連
資
料 

 

（
公
表
の
方
法
） 

第
五
条 

前
条
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
広
報
か
つ
う
ら
へ
の
掲
載
、
実
施
機
関
が
指
定
す
る
場
所
で
の
閲
覧
及
び
配
布
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
利

用
し
た
閲
覧
等
の
方
法
に
よ
り
、
別
記
第
一
号
様
式
を
添
え
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

（
意
見
等
の
提
出
期
間
） 

第
六
条 

実
施
機
関
は
、
市
民
等
が
政
策
案
に
つ
い
て
の
意
見
を
提
出
す
る
た
め
に
必
要
と
判
断
さ
れ
る
期
間
を
考
慮
し
、
原
則
と
し
て
公
表
の

日
か
ら
三
十
日
以
上
の
提
出
期
間
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、

当
該
期
間
を
短
縮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

（
意
見
等
の
提
出
方
法
） 

第
七
条 

意
見
等
の
提
出
の
方
法
は
、
別
記
第
二
号
様
式
に
よ
り
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
の
方
法
で
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

一 

実
施
機
関
が
指
定
す
る
場
所
へ
の
書
面
の
提
出 

 

二 

郵
便
等 

 

三 

フ
ァ
ク
シ
ミ
リ 

 

四 

電
子
メ
ー
ル 

 

五 

そ
の
他
実
施
機
関
が
定
め
る
方
法 

２ 

意
見
等
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
市
民
等
は
、
住
所
及
び
氏
名
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
氏
名
）
を

明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
意
思
決
定
に
当
た
っ
て
の
意
見
等
の
考
慮
） 



第
八
条 

実
施
機
関
は
前
二
条
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
意
見
等
を
考
慮
し
て
、
政
策
等
の
策
定
の
意
思
決
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

実
施
機
関
は
、
政
策
等
の
策
定
の
意
思
決
定
を
行
っ
た
と
き
は
、
別
記
第
三
号
様
式
に
よ
り
次
に
掲
げ
る
事
項
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
勝
浦
市
情
報
公
開
条
例
（
平
成
十
三
年
勝
浦
市
条
例
第
五
号
）
第
六
条
に
規
定
す
る
不
開
示
情
報
に
該
当
す
る
も
の
は
除
く
も
の
と

す
る
。 

 

一 

提
出
意
見
の
概
要 

 

二 

提
出
意
見
に
対
す
る
実
施
機
関
の
考
え
方 

 

三 

政
策
等
の
案
を
修
正
し
た
場
合
に
お
け
る
修
正
内
容 

３ 

第
五
条
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
の
方
法
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

（
実
施
状
況
の
公
表
） 

第
九
条 

市
長
は
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
手
続
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
そ
の
一
覧
表
（
別
記
第
四
号
様
式
）
を
作
成
し
、
公
表
す
る
も
の
と
す

る
。 

 

（
委
任
） 

第
十
条 

こ
の
要
綱
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
は
、
実
施
機
関
が
別
に
定
め
る
。 

 
 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
要
綱
は
、
平
成
二
十
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
要
綱
の
施
行
の
際
、
現
に
立
案
の
過
程
に
あ
る
計
画
等
で
、
市
民
等
の
意
見
等
を
反
映
さ
せ
る
機
会
を
確
保
す
る
手
続
き
を
経
た
も
の

に
つ
い
て
は
、
こ
の
要
綱
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


